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第3章 第1節
（任　期）
　第15条　評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
　定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
　2　任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した
　　 評議員の任期の満了する時までとする。
　3　評議員は、辞任又は任期満了後においても、第12条に定める定員に足りなくなるときは、
　　 新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
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公益財団法人　電気電子情報学術振興財団評議員

抜粋：定款　

第3章 第1節
（定数）
　第12条　この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
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